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離 婚 給 付 契 約 公 正 証 書

（ 教 育 費 ）

第 ■ 条 Ａ は 、 Ｂ に 対 し 、 Ｃ の 教 育 費 と し て 、 こ れ を 毎 月 末

日 限 り 、 Ｂ の 指 定 す る 金 融 機 関 の 預 金 口 座 に 振 り 込 む 方 法

に よ り 支 払 う こ と を 約 束 す る 。 支 払 い に 要 す る 費 用 は 、 Ａ

の 負 担 と す る 。

① Ｃ が や む を 得 ず 休 学 又 は 留 年 し た 場 合 な ど 大 学 ・ 専 門

学 校 等 の 高 等 教 育 機 関 の 卒 業 が 平 成 ■ ■ 年 ３ 月 に 終 了 し

な か っ た 場 合 に は 、 そ の 高 等 教 育 機 関 の 卒 業 ま で １ か 月

金 ■ 万 円 ず つ 。

② 平 成 ■ ■ 年 ４ 月 以 降 、 大 学 院 等 さ ら に 教 育 機 関 へ の 就

学 を 希 望 し た 場 合 に は 、 Ｃ の 卒 業 ま で １ か 月 金 ■ 万 円 ず

つ 。


